
平成２６年度の建設工事に係る入札制度の見直しについて

お 知 ら せ
岡山県土木部

岡山県の入札制度について、次のとおり見直しを行い、平成２６年４月から実施します

ので、お知らせします。

Ⅰ 最低制限価格等の公表 （Ｐ１）

Ⅱ 一般競争入札参加条件等の見直し （Ｐ１）

Ⅲ 総合評価落札方式の見直し （Ｐ２）

Ⅳ 低入札価格調査制度の見直し （Ｐ３）

岡山県 技術管理課 ホームページへのアクセス方法

県のホームページ（http://www.pref.okayama.jp)から → 画面左上の［組織で探す］を

クリック →［土木部］をクリック →［技術管理課］をクリック

【問合せ先】

入札・契約制度の見直しについて
土木部技術管理課技術指導班
ＴＥＬ ０８６－２２６－７４６０

 ※H26.7.1１ 一部訂正（Ｐ６）
（Ｖ）電気通信設備工事における読み替え後   の一般管理費等の額について。
（誤）機器単体費の額に10分の2を乗じた額       及び一般管理費等の額の合計額
（正）機器単体費の額に10分の1を乗じた額       及び一般管理費等の額の合計額
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Ⅰ 最低制限価格等の公表

公共工事の入札・契約について一層の透明性を図るため、平成２６年４月１日以降に入

札公告、指名通知を行う工事から、最低制限価格を設定した場合は最低制限価格、調査基

準価格を設定した場合は調査基準価格、失格基準価格を設定した場合は失格基準価格につ

いて、落札者を決定した日の翌日（落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当

該翌日後においてその日に最も近い休日でない日）に公表を行うこととします。

Ⅱ 一般競争入札参加条件等の見直し

１．施工実績の対象期間について

平成２６年４月１日以降に入札公告する工事から、一般競争入札参加条件のうち企

業及び配置予定技術者の施工実績の対象期間について、過去１４年間から１５年間に

延伸します。

２．入札参加時における配置予定技術者の取扱いについて

一般競争入札（条件付）における配置予定技術者の取扱い（総合評価落札方式（拡

大試行分を含む。）により行われる入札を除く。）について、応札者の更なる受注機

会の確保を図るため、平成２６年４月１日以降に入札公告するものから、契約締結時

までに配置予定技術者を配置することが可能である場合に、次のとおり緩和します。

なお、議会の議決を要する工事については、配置予定技術者の取扱いに変更はありま

せん。

① 入札参加資格確認申請を行う時点において、他の工事に監理技術者又は主任技術

者として従事している技術者については、契約締結時までに配置することが可能で

ある場合に配置予定技術者とすることができます。

② 工事１件につき、３名までの配置予定技術者を申請することができます。

③ 配置予定技術者に専任が必要とされる工事であっても、岡山県以外が行う入札の

配置予定技術者とすることを可能とします。

④ 落札者の決定日以降に、入札参加資格確認申請を行った配置予定技術者の全てが

配置できなくなったことが判明した場合は、指名停止等の措置を講ずることがあり

ます。
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Ⅲ 総合評価落札方式の見直し

公共工事の品質確保等を図るため、平成２６年４月１日以降に入札公告する工事から、

次のとおり総合評価一般競争入札（条件付）の評価項目について見直しを行います。

① 施工実績の評価対象期間の延伸

企業及び配置予定技術者の施工実績並びに近隣地域での施工実績の評価対象期間に

ついて、過去１４年間から１５年間に延伸します。

② 企業の施工実績における同種工事の取扱いの変更

【例：現行】

① 平成１１年度以降 （発注規模）以上の（指定する工事（工種）） 2.0 /2.0 別記
企施 に発注された同種 の元請け実績あり 様式
業工 工事の施工実績の 上記に該当しない。 0.0 1-2
の実 有無
績

【例：変更後】

① 平成１１年度以降 （発注規模）以上の（指定する工事（工種）） 3.0 /3.0 別記
企施 に発注された同種 の元請け実績あり 様式
業工 工事の施工実績の （発注規模）未満の（指定する工事（工種）） 1.0 1-2
の実 有無 の元請け実績あり
績 上記に該当しない。 0.0

③ 配置予定技術者の施工実績における同種工事の取扱いの変更

【例：現行】

② 平成１１年度以降 主任技術者又は監理技術者として（発注規模） 3.0 /3.0 別記

配 に発注された同種 以上の（指定する工事（工種））を施工した実 様式

置技 工事を主任技術者、 績あり 2-2

予術 監理技術者又は現 主任技術者又は監理技術者として（発注規模） 1.5

定者 場代理人として施 未満の（指定する工事（工種））を施工した実

の 工した実績の有無 績あり

能 現場代理人として（指定する工事（工種））を 1.0

力 施工した実績あり（主任技術者又は監理技術

者を兼務した場合を除く。）

施工実績なし 0.0

【例：変更後】

② 平成１１年度以降 主任技術者又は監理技術者として（発注規模） 4.0 /4.0 別記

配 に発注された同種 以上の（指定する工事（工種））を施工した実 様式

置技 工事を主任技術者、 績あり 2-2

予術 監理技術者又は現 主任技術者又は監理技術者として（発注規模） 2.0

定者 場代理人として施 未満の（指定する工事（工種））を施工した実

の 工した実績の有無 績あり

能 現場代理人として（指定する工事（工種））を 1.0

力 施工した実績あり（主任技術者又は監理技術

者を兼務した場合を除く。）

施工実績なし 0.0
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Ⅳ 低入札価格調査制度の見直し

岡山県の建設工事に係る低入札価格調査制度について、次のとおり見直しを行い、平成

２６年４月１日以降に入札公告を行うものから実施します。

① 調査基準価格の算定方法の変更

以下の工事について、調査基準価格の算定方法を変更します。

現 行 変 更 後

調査基準価格は、(1)～(4)の合計

調査基準価格は、予定価格（税抜）の10 ただし、予定価格（税抜）の10分の

分の７から10分の９の範囲内で設定 ７から10分の９の範囲内

(1) 直接工事費の額※ ×９５％

(2) 共通仮設費の額※ ×９０％

(3) 現場管理費の額※ ×８０％

(4) 一般管理費等の額※ ×５５％

※）上記表中の直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費

等の額は、工事によってそれぞれ別表による読み替えを行います。

工　事　種　別 内　　　　　　　容

（Ⅰ）一般土木工事やＰＣ工事
　　等（鋼橋上部工事以外）で
　　工場製作工（検査路製作
　　工）がある工事

発注者の設計図書が岡山県土木部 土木工事標準積算基準書に基づき積算されたもの
で、Ⅰ-1-②-1 「（１）一般土木」により請負工事費が構成されたものに、工場製作原
価を計上して、予定価格を算出した工事。
なお、工場製作原価は、Ⅳ-7-①-1 「①鋼橋製作工」に基づき算出されるものであるこ
と。ただし、（Ⅱ）から（Ⅶ）を除く。

（Ⅱ）鋼橋上部工事
発注者の設計図書が岡山県土木部 土木工事標準積算基準書に基づき積算されたもの
で、Ⅳ-7-①-1 「①鋼橋製作工」により請負工事費が構成され、予定価格を算出した工
事

（Ⅲ）施設機械設備工事

発注者の設計図書が農林水産省　土地改良工事積算基準（施設機械）に基づき積算され
たもので、p.3「第３　施設機械設備工事」により請負工事費が構成され、予定価格を
算出した工事

（Ⅳ）機械設備工事

発注者の設計図書が岡山県土木部　機械設備積算基準及び解析に基づき積算されたもの
で、Ⅸ-1-1「③　請負工事費の構成」により請負工事費が構成され、予定価格を算出し
た工事

（Ⅴ）電気通信設備工事

発注者の設計図書が農林水産省　土地改良工事積算基準（施設機械）に基づき積算され
たもので、p.37「第５　電気通信設備工事」により請負工事費が構成され、予定価格を
算出した工事

（Ⅵ）電気通信設備工事
    （一般工事）

発注者の設計図書が岡山県土木部　土木工事標準積算基準書に基づき積算されたもの
で、Ⅶ-1-2「（１）一般工事」により請負工事費が構成され、予定価格を算出した工事

（Ⅶ）電気通信設備工事
    （鉄塔・反射板工事）

発注者の設計図書が岡山県土木部　土木工事標準積算基準書に基づき積算されたもの
で、Ⅶ-1-2「（２）鉄塔・反射板工事」により請負工事費が構成され、予定価格を算出
した工事
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② 調査の方針※注２の見直し

上記①の工事について、失格基準の算定方法を変更します。

現 行 変 更 後

入札価格が予定価格（税抜）の３分 直接工事費の額※ の９０％以上
の２以上

共通仮設費の額※ の８５％以上

現場管理費の額※ の７５％以上

一般管理費等の額※ の５０％以上

全ての工事について、入札価格が予定価格（税抜）の３分の２を下回る場合は、

契約の内容に適合した工事が履行されないと判断し、失格とします。

※）上記表中の直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費

等の額は、工事によってそれぞれ別表による読み替えを行います。

注１： 「岡山県建築工事積算基準」については、建築営繕課ホームページに掲載

しています。

注２： 調査の方針：「岡山県建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領におけ

る入札価格の内訳書等の調査の方針」（別添参照）
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別表

読み替え前

直接工事費の額

共通仮設費の額

現場管理費の額

一般管理費等の額

読み替え前

直接工事費の額

共通仮設費の額

現場管理費の額

一般管理費等の額

工場管理費、現場管理費、据付間接費及び設計技
術費の合計額

一般管理費等の額 一般管理費等の額

一般管理費等の額一般管理費等の額

読み替え後

上表における用語の定義はそれぞれの基準の定めるところによる。

※　発注者の設計図書における間接労務費の取扱いについて
①橋体工場製作費を計上しているとき
　・間接労務費＝橋体工場製作費×間接労務比率／（１＋間接労務比率）（１円未満切り捨て）
　・製作費＝橋体工場製作費－間接労務費
②橋体工場製作費（付属物製作工数）を計上しているとき
　・間接労務費＝橋体工場製作費（付属物製作工数）×間接労務比率／（１＋間接労務比率）（１円未満切り捨て）
　・製作費＝橋体工場製作費（付属物製作工数）－間接労務費
③横断歩道橋工場製作費を計上しているとき
　・間接労務費＝横断歩道橋工場製作費×間接労務比率／（１＋間接労務比率）（１円未満切り捨て）
　・製作費＝横断歩道橋工場製作費－間接労務費

　なお、入札者の内訳書において間接労務費が明記されていない場合は、以下のように取り扱うものとする。
・入札者の内訳書に間接労務比率が明記されている場合は、上記①～③と同様の取扱いを適用し、間接労務比率は
　入札者の記載した値を用いる。
・入札者の内訳書に間接労務比率が明記されている場合は、上記①～③と同様の取扱いを適用し、間接労務比率は
　発注者の設計図書における値を用いる。

適用工事

（Ⅲ）施設機械設備工事 （Ⅳ）機械設備工事

発注者の設計図書が農林水産省　土地改良工事積
算基準（施設機械）に基づき積算されたもので、
p.3「第３　施設機械設備工事」により請負工事
費が構成され、予定価格を算出した工事

発注者の設計図書が岡山県土木部　機械設備積算
基準及び解析に基づき積算されたもので、Ⅸ-1-1
「③　請負工事費の構成」により請負工事費が構
成され、予定価格を算出した工事

工場管理費、現場管理費、据付間接費及び設計技
術費の合計額

直接製作費及び直接工事費の合計額 直接製作費及び直接工事費の合計額

間接労務費及び共通仮設費の合計額

適用工事

読み替え後

（Ⅰ）一般土木工事やＰＣ工事等（鋼橋上部工事
　　　以外）で工場製作工（検査路製作工）が
　　　ある工事

（Ⅱ）鋼橋上部工事

発注者の設計図書が岡山県土木部 土木工事標準
積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅰ-1-②-
1 「（１）一般土木」により請負工事費が構成さ
れたものに、工場製作原価を計上して、予定価格
を算出した工事。
なお、工場製作原価は、Ⅳ-7-①-1 「①鋼橋製作
工」に基づき算出されるものであること。ただ
し、（Ⅱ）から（Ⅶ）を除く。

発注者の設計図書が岡山県土木部 土木工事標準
積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅳ-7-①-
1 「①鋼橋製作工」により請負工事費が構成さ
れ、予定価格を算出した工事。

間接労務費及び共通仮設費の合計額

直接工事費の額 直接工事費の額

間接労務費（※）及び共通仮設費の合計額 間接労務費（※）及び共通仮設費の合計額

工場管理費及び現場管理費の合計額 工場管理費及び現場管理費の合計額
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読み替え前

直接工事費の額

共通仮設費の額

現場管理費の額

一般管理費等の額

読み替え前

直接工事費の額

共通仮設費の額

現場管理費の額

一般管理費等の額

※１　見積等による機器単体費で直接製作費、間接労務費、工場管理費、一般管理費等の内訳が明らかでないもの（以下
「当該機器単体費」という。）については、当該機器単体費について、以下のように取り扱う。

　当該機器単体費の額に１０分の６を乗じた額を上表直接工事費の額の読み替え後の欄の直接製作費の額に加える。
　当該機器単体費の額に１０分の１を乗じた額を上表共通仮設費の額の読み替え後の欄の間接労務費の額に加える。
　当該機器単体費の額に１０分の２を乗じた額を上表現場管理費の額の読み替え後の欄の工場管理費の額に加える。
　当該機器単体費の額に１０分の１を乗じた額を上表一般管理費等の額の読み替え後の欄の一般管理費等の額に加える。

※２　電気通信設備工事（鉄塔・反射板工事）における見積等により鉄塔製作費で直接製作費、間接労務費、工場管理費の
内訳が明らかでないもの（以下「当該鉄塔製作費」という。）については、当該鉄塔製作費について、以下のように取り扱
う。

　当該鉄塔製作費の額に１０分の６を乗じた額を上表直接工事費の額の読み替え後の欄の直接工事費の額に加える。
　当該鉄塔製作費の額に１０分の３を乗じた額を上表共通仮設費の額の読み替え後の欄の間接労務費の額に加える。
　当該鉄塔製作費の額に１０分の１を乗じた額を上表現場管理費の額の読み替え後の欄の工場管理費の額に加える。

　なお、入札者の内訳書において、機器単体費の直接製作費、間接労務費、工場管理費、一般管理費等の内訳が明らかでな
い場合は、上記と同様に取り扱うものとする。

適用工事

（Ⅴ）電気通信設備工事

発注者の設計図書が農林水産省　土地改良工事積
算基準（施設機械）に基づき積算されたもので、
p.37「第５　電気通信設備工事」により請負工事
費が構成され、予定価格を算出した工事

直接製作費及び直接工事費の合計額（※１） 直接工事費の額（※２）

間接労務費及び共通仮設費の合計額（※１） 間接労務費及び共通仮設費の合計額（※２）

工場管理費、現場管理費及び機器間接費の合計額
（※１）

工場管理費及び現場管理費の合計額（※２）

適用工事

（Ⅵ）電気通信設備工事
（一般工事）

（Ⅶ）電気通信設備工事
（鉄塔・反射板工事）

発注者の設計図書が岡山県土木部　土木工事標準
積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅶ-1-2
「（１）一般工事」により請負工事費が構成さ
れ、予定価格を算出した工事

発注者の設計図書が岡山県土木部　土木工事標準
積算基準書に基づき積算されたもので、Ⅶ-1-2
「（２）鉄塔・反射板工事」により請負工事費が
構成され、予定価格を算出した工事

読み替え後

一般管理費等の額（※１） 一般管理費等の額

読み替え後

機器単体費の額に１０分の２を乗じた額及び一般
管理費等の額の合計額

機器単体費の額に１０分の６を乗じた額及び直接
工事費の額の合計額

機器単体費の額に１０分の１を乗じた額及び共通
仮設費の額の合計額

機器単体費の額に１０分の２を乗じた額、機器間
接費の額及び現場管理費の合計額

1

 ※H26.7.11 一部訂正
（Ｖ）電気通信設備工事 読み替え後の一般管理費等の額について。
（誤）機器単体費の額に10分の2を乗じた額       及び一般管理費等の額の合計額
（正）機器単体費の額に10分の1を乗じた額       及び一般管理費等の額の合計額



配置予定技術者の取扱いについて

一般競争入札（条件付）では、配置予定技術者の取扱いを次のとおり、平成26年４月１日以

降の入札公告共通事項に記載しています。この取扱いに従ってない場合は、入札参加資格が認

められず不適格とされますので十分御理解のうえ、入札参加資格確認申請を行ってください。

なお、共同企業体方式で発注する場合は取扱いが異なる点がありますので、それぞれの一般競

争入札（条件付）公告共通事項をご覧下さい。

なお、総合評価落札方式の入札案件で、配置を予定する技術者に専任が必要とされる工事に

入札参加申請を行う場合には、同一の技術者で３件までの工事に入札参加申請ができます。た

だし、配置技術者の専任が必要とされない工事のみに入札参加する場合には、適正な施工の確

保ができる範囲であれば、１人の技術者で３件以上の工事にも入札参加ができます。

総合評価落札方式以外の場合

記載事項はありません。

総合評価落札方式の場合

(1) 配置技術者の専任が必要とされる工事（以下「専任工事」という。）では、入札参加

資格確認申請を行う時点において、岡山県が行う入札以外の入札で配置予定の技術者と

して入札への参加申請を行っている技術者を配置予定技術者とすることはできない。ま

た、岡山県が入札公告を行った専任工事に配置する予定の技術者を、その工事の落札決

定があるまでは、岡山県以外の者が発注する工事の配置予定技術者とすることはできな

い。

（解説）

総合評価落札方式以外の入札のみに参加申請を行っている技術者については、岡山県以外

が行う入札の配置予定技術者とすることができます。ただし、総合評価落札方式により発注

を行っている、配置技術者に専任が必要とされる工事については、以下の制限があります。

① 総合評価落札方式の場合、請負金額（税込）が3,500万円2,500万円（建築一式工事で

は7,000万円5,000万円）以上となる工事（以後は「専任工事」といいます。）では、入

札参加申請を行うときに、岡山県以外の入札に配置予定技術者として申請している技術

者を配置予定技術者としてはいけません。

② 総合評価落札方式の場合、岡山県が発注している専任工事の入札に配置予定技術者と

して参加した技術者を、その入札の落札決定があるまでは、岡山県以外の入札で配置予

定技術者としてはいけません。 ＊H28.6.1修正

総合評価落札方式以外の場合

(1) 配置技術者の専任が必要とされる工事（以下「専任工事」という。）（橋梁、ポンプ、

ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間

が明確に区分できるもの及び議会の議決を経なければならない契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和39年岡山県条例第２号）第２条の規定により議会の議決を経な

ければならない契約に係る工事（以下「議会案件工事」という。）を除く。）では、入

札参加資格確認申請を行う時点において他の工事に主任技術者又は監理技術者として従

事している技術者（主任技術者にあっては、本件入札に係る工事と同一の場所又は隣接

した場所で行われる他の工事（岡山県が認めるものに限る。）において、主任技術者と

して従事しているものを除く。）は、従事中の工事に係る工期の終期が本件工事に係る

請負契約の締結日の前日以前である場合又は従事中の工事に係る完成を確認するための



検査が本件工事に係る請負契約の締結日の前日までに行われることが明らかである場合

を除き、配置予定技術者とすることはできない。

総合評価落札方式の場合

(2) 専任工事（橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが

行われる期間と現場施工期間が明確に区分できるもの及び議会の議決を経なければなら

ない契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年岡山県条例第２号）第２条の

規定により議会の議決を経なければならない契約に係る工事（以下「議会案件工事」と

いう。）を除く。）では、入札参加資格確認申請を行う時点において他の工事に主任技

術者又は監理技術者として従事している技術者（主任技術者にあっては、本件入札に係

る工事と同一の場所又は隣接した場所で行われる他の工事（岡山県が認めるものに限

る。）において、主任技術者として従事しているものを除く。）は、従事中の工事に係

る工期の終期が開札日の前日以前である場合又は従事中の工事に係る完成を確認するた

めの検査が開札日の前日までに行われることが明らかである場合を除き、配置予定技術

者とすることはできない。

（解説）

専任工事（橋梁やポンプ、ゲートなどの工場製作が含まれていて、工場製作だけが行われ

る期間と現場施工を行う期間が明確に分かれている工事及び契約締結に議会の議決を必要と

する工事（予定価格が５億円以上の工事）を除きます。）では、入札参加申請を行う時に、

他の工事に主任技術者又は監理技術者として従事している技術者（主任技術者として申請し

ている場合には諸経費調整対象工事に主任技術者として従事している技術者は除きます。）

は、その契約工期の末日又は竣工検査日が本件工事に係る請負契約の締結日注１の前日以前と

なっている場合を除いて、配置予定技術者とすることはできません。（注１：総合評価落札

方式の入札の場合、「本件工事に係る請負契約の締結日」を「開札日」と読み替える。以下

同じ。）

現在工事に従事している技術者について（例）

入札公告日 契約締結日注１（２月２日）

従事中の工事 ①

②

① 契約工期の末日が２月１日以前か、竣工検査日 ② 契約工期の末日や竣工検査日が２

が２月１日以前に行われることが明らかであれ 月２日以降の場合は、配置予定技術

ば、配置予定技術者とすることができる。 者とすることができない。

総合評価落札方式以外の場合

(2) 入札参加資格確認申請を行う時点において他の工事（専任工事に限る。）に主任技術者

又は監理技術者として従事している技術者（主任技術者にあっては、本件入札に係る工事

と同一の場所又は隣接した場所で行われる他の工事（岡山県が認めるものに限る。）にお

いて、主任技術者として従事しているものを除く。）は、従事中の工事に係る工期の終期

が本件工事に係る請負契約の締結日の前日以前である場合又は従事中の工事に係る完成を

確認するための検査が本件工事に係る請負契約の締結日の前日までに行われることが明ら

かである場合を除き、配置予定技術者とすることはできない。ただし、橋梁、ポンプ、ゲ

ート等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間が明

確に区分できる工事及び議会案件工事の入札を除く。

総合評価落札方式の場合



(3) 入札参加資格確認申請を行う時点において他の工事（専任工事に限る。）に主任技術者

又は監理技術者として従事している技術者（主任技術者にあっては、本件入札に係る工事

と同一の場所又は隣接した場所で行われる他の工事（岡山県が認めるものに限る。）にお

いて、主任技術者として従事しているものを除く。）は、従事中の工事に係る工期の終期

が開札日の前日以前である場合又は従事中の工事に係る完成を確認するための検査が開札

日の前日までに行われることが明らかである場合を除き、配置予定技術者とすることはで

きない。ただし、橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみ

が行われる期間と現場施工期間が明確に区分できる工事及び議会案件工事の入札を除く。

（解説）

入札参加申請を行うときに、専任工事に主任技術者又は監理技術者として従事している技

術者（主任技術者として申請している場合には諸経費調整対象工事で主任技術者になってい

る技術者は除きます。）は、その契約工期又は竣工検査日が本件工事に係る請負契約の締結

日注１の前日以前となっている場合を除いて、配置予定技術者とすることはできません。ただ

し、橋梁やポンプ、ゲートなどの工場製作が含まれていて、工場製作だけが行われる期間と

現場施工を行う期間が明確に分かれている工事や契約締結に議会の議決を必要とする工事

（予定価格が５億円以上の工事）の入札では、このような取扱いをしません。

総合評価落札方式以外の場合

(3) 入札参加資格確認申請を行う時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の技術

者（３名まで）を配置予定の技術者として入札参加資格確認申請を行うことができる。こ

の場合において、落札者となった者は、本件工事に配置予定技術者として申請した複数の

技術者の中から本件工事に配置する技術者を本件工事請負契約の締結時（議会案件工事に

あっては、本件工事請負契約に係る県議会の議決時）までに特定すること。

総合評価落札方式の場合

(4) 議会案件工事においては、入札参加資格確認申請を行う時に配置予定技術者を特定でき

ない場合には、複数の技術者（３名まで）を配置予定の技術者として入札参加資格確認申

請を行うことができる。この場合において、落札者となった者は、本件工事に配置予定技

術者として申請した複数の技術者の中から本件工事に配置する技術者を本件工事請負契約

に係る県議会の議決時までに特定すること。

（解説）

総合評価落札方式以外の入札による工事及び予定価格（税込）が５億円以上の工事では、

入札参加申請を行う時に配置予定技術者を特定できない場合には、３名までを配置予定技術

者として入札参加できます。なお、落札者となった者は、総合評価落札方式以外の入札によ

る工事では本件工事請負契約の締結時までに、予定価格（税込）が５億円以上の工事では県

議会の議決時までに、どの技術者を配置するか特定しなければなりません。

また、総合評価落札方式による入札で予定価格（税込）が５億円未満の工事では、入札参

加申請を行う時には、配置予定技術者を特定していなければいけません。

総合評価落札方式以外の場合

(4) 専任工事を含む複数の工事に同一の技術者を配置予定技術者として入札参加資格確認申

請を行った場合（(3)の場合（橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、

工場製作と現場施工において異なる監理技術者等を各１名配置することにより複数の技術

者配置となる場合を除く。）を除く。）において、専任工事について先に落札決定があっ



た場合は、同一の技術者で入札参加資格確認申請を行った他の入札（岡山県が行ったもの

に限る。ただし、同一の場所又は隣接した場所で行われる他の工事（岡山県が認めるもの

に限る。）において、同一の技術者を主任技術者として入札参加資格確認申請を行った入

札（以下「隣接工事入札」という。）を除く。）は、無効とする。また、配置技術者の専

任が必要とされない工事（以下「非専任工事」という。）について先に落札決定があった

場合は、同一の技術者で入札参加資格確認申請を行った他の入札のうち専任工事の入札（岡

山県が行ったものに限る。ただし、隣接工事入札を除く。）は、無効とする。なお、これ

らの場合においては、落札決定があった工事以外の工事に係る入札（隣接工事入札及び非

専任工事で先に落札決定があった場合における当該非専任工事以外の非専任工事の入札を

除く。）について、直ちに取下書を提出すること（岡山県電子入札システムによる取下げ

を含む。）。ただし、既に入札を行っている場合には、直ちに該当機関へ連絡をすること。

総合評価落札方式の場合

(5) 岡山県が発注する専任工事を含む複数の工事に同一の技術者を配置予定技術者として入

札参加資格確認申請を行った場合（(4)の場合（橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含

む工事であって、工場製作と現場施工において異なる監理技術者等を各１名配置すること

により複数の技術者配置となる場合を除く。）を除く。）において、専任工事について先

に落札決定があった場合は、同一の技術者で入札参加資格確認申請を行った他の入札（岡

山県が行ったものに限る。ただし、同一の場所又は隣接した場所で行われる他の工事（岡

山県が認めるものに限る。）において、同一の技術者を主任技術者として入札参加資格確

認申請を行った入札（以下「隣接工事入札」という。）を除く。）は、無効とする。また、

配置技術者の専任が必要とされない工事（以下「非専任工事」という。）について先に落

札決定があった場合は、同一の技術者で入札参加資格確認申請を行った他の入札のうち専

任工事の入札（岡山県が行ったものに限る。ただし、隣接工事入札を除く。）は、無効と

する。なお、これらの場合においては、落札決定があった工事以外の工事に係る入札（隣

接工事入札及び非専任工事で先に落札決定があった場合における当該非専任工事以外の非

専任工事の入札を除く。）について、直ちに取下書を提出すること（岡山県電子入札シス

テムによる取下げを含む。）。ただし、既に入札を行っている場合には、直ちに該当機関

へ連絡をすること。

（解説）

１人の技術者だけで専任工事を含む複数の工事の入札に参加した場合の取扱いです。専任

工事を含めて複数の工事に配置予定技術者として参加している技術者は、専任工事で先に落

札決定があったときは、同じ技術者で入札参加をしている他の入札は無効とします（諸経費

調整工事に同じ技術者を監理技術者としてではなく主任技術者としてのみ参加している入札

を除きます。）。

また、配置技術者の専任が必要とされない工事（以後は「非専任工事」といいます。）で

先に落札決定があったときは、他の工事のうち専任工事（諸経費調整対象工事に同じ技術者

を監理技術者としてではなく主任技術者としてのみ参加している入札は除きます。）の入札

を無効とします。

専任工事の落札決定があった場合は落札決定があった工事以外のすべての入札（諸経費調

整対象工事に同じ技術者を監理技術者としてではなく主任技術者としてのみ参加している入

札は除きます。）、非専任工事の落札決定があった場合は同一の技術者で入札参加している

専任工事の入札（諸経費調整対象工事に同じ技術者を監理技術者としてではなく主任技術者

としてのみ参加している入札は除きます。）について、すぐに取下書を出してください（電

子入札システムで取り下げも可能です。）。ただし、既に入札を行っている場合には、すぐ

に入札を行った県民局などへ連絡してください。



具体的な流れは次のとおりです。

３件の工事に同一技術者を重複申請した場合の例（１）

公告（申請） 入札 落札決定

A工事 ○ ● ◎ 落 札

（専任工事）

B工事 ○ ● ◎ 入札無効

（専任工事又は非専任工事）

C工事 ○ ● ◎ 申請取下

（専任工事又は非専任工事）

Ａ工事で落札決定通知があった場合の対応

入札後のＢ工事：直ちにＢ工事発注機関にＦＡＸの上で電話連絡

入札前のＣ工事：直ちにＣ工事発注機関に取下書を提出（電子入札システムでも可）

３件の工事に同一技術者を重複申請した場合の例（２）

公告（申請） 入札 落札決定

A工事 ○ ● ◎ 落 札

（非専任工事）

B工事 ○ ● ◎ 入札無効

（専任工事）

C工事 ○ ● ◎ 有 効

（非専任工事）

Ａ工事で落札決定通知があった場合の対応

入札後のＢ工事：直ちにＢ工事発注機関にＦＡＸの上で電話連絡

入札前のＣ工事：有効な入札となるので、そのまま入札を行う

３件の工事に同一技術者を重複申請した場合の例（３）

公告（申請） 入札 落札決定

A工事 ○ ● ◎ 落 札

（非専任工事）

B工事 ○ ● ◎ 有 効

（非専任工事）

C工事 ○ ● ◎ 申請取下

（専任工事）

Ａ工事で落札決定通知があった場合の対応

入札後のＢ工事：有効な入札ですので、新たな手続きは不要

入札前のＣ工事：直ちにＣ工事発注機関に取下書を提出（電子入札システムでも可）
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